
令 和 ３ 年 度

石狩市教育委員会会議（５月定例会）議案

石 狩 市 教 育 委 員 会



日 程

日 時 令和３年５月 25 日（火） 午後１時 30 分

場 所 市役所本庁舎 市議会第２委員会室

日程第１ 署名委員の指名

日程第２ 議案第１号 石狩市奨学金支給条例施行規則及び石狩市立学校管理規則の

一部改正について

議案第２号 石狩市文化財保護条例施行規則の一部改正について

議案第３号 石狩市教育委員会公印規程の一部改正について

議案第４号 石狩市教育支援委員会委員の解嘱について【非公開】

議案第５号 石狩市教育支援委員会委員の委嘱について【非公開】

議案第６号 石狩市民図書館協議会委員の委嘱について【非公開】

議案第７号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

【非公開】

承認第１号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について

日程第３ 教育長報告

日程第４ 報告事項

① 令和３年度市内小中学校の児童生徒数・学級数について

② 緊急事態宣言に対する市教委の対応について

日程第５ その他

日程第６ 次回定例会の開催について

令和３年 ６月 日（ ） 時 分開催
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議案第１号

石狩市奨学金支給条例施行規則及び石狩市立学校管理規則の一部改正に

ついて

令和３年５月25日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、下記の内容のとおり一部改正したいので、石狩市教育委

員会事務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に

基づき議決を求める。

＜改正内容＞

石狩市奨学金支給条例施行規則及び石狩市立学校管理規則で定める文書等へ

の押印の廃止に伴い、各種様式について所要の改正を行う。
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議案第２号

石狩市文化財保護条例施行規則の一部改正について

令和３年５月25日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、下記の内容のとおり一部改正したいので、石狩市教育委

員会事務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に

基づき議決を求める。

＜改正内容＞

石狩市文化財保護条例施行規則で定める文書等への押印の廃止に伴い、各種

様式について所要の改正を行う。
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議案第３号

石狩市教育委員会公印規程の一部改正について

令和３年５月25日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、下記の内容のとおり一部改正したいので、石狩市教育委

員会事務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に

基づき議決を求める。

＜改正内容＞

石狩市教育委員会公印規程で定める文書等への押印の廃止に伴い、各種様式

について所要の改正を行う。
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承認第１号

石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について

令和３年５月25日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、石狩市教育委員会教育長事務専決規程（昭和53年教育委

員会訓令第１号）第２条第１号の規定に基づき専決したので、同条第２号の規

定に基づき報告し、承認を求める。

１．委員を解嘱した者

区 分 氏 名 性別 所属団体等 解嘱する理由

１

ＰＴＡ役員

小笠原 英史 男

石狩市ＰＴＡ連

合会

（厚田学園）

所属団体からの申出に

よる

２ 奥山 玲香 女

石狩市ＰＴＡ連

合会

（紅南小学校）

同 上

３ 富木 智之 男

石狩市ＰＴＡ連

合会

（石狩中学校）

同 上

４

小中学校の教職

員

吉田 篤弘 男

石狩市校長会

（花川南小学

校）

同 上

５ 岡田 一之 男
石狩市教頭会

（樽川中学校）
同 上

６ 村井 誠 男

石狩市公立小中
学校事務職員協
議会
（石狩中学校）

同 上

２．解嘱した日

令和３年５月10日



教育長報告
（教育委員会事務局の主な動き）

令和３年５月２５日

教育委員会会議提出

５月９日（日） 「北海道がまん延防止等重点措置区域となる（～５/３１）」

１１日（火） 「教育委員会事務局管理職会議」 庁議室

「石狩教育局ヒアリング（学校への要請内容について）」 電話会議

１２日（水） 「市教委学校訪問（1 日目）」 花川小、花川中

「第 1 回第一地区教科用図書採択教育委員会協議会」 教育研修センター組合

「令和３年５月期管内教育長会」 教育研修センター組合

１３日（木） 「石狩商工会議所青年部からの渋沢栄一絵本受贈式」 応接室

「定例校長会議（５月）」 ４０１・４０２会議室

１４日（金） 「市教委学校訪問（２日目）」 樽川中、南線小

「市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」 一部オンライン開催

「石狩教育局からの説明（学校への要請内容について）」 オンライン開催

「管内教育長による対応方針協議」 オンライン開催

「北海道に緊急事態宣言（５/１６～５/３１）発令決定」

１７日（月） 「市教委学校訪問（３日目～）中止」

１８日（火） 「教育委員勉強会」 書面開催

２０日（木） 「石狩市議会建設文教常任委員会」 第一委員会室

「定例教頭会議（５月）」 オンライン開催

２５日（火） 「教育委員会会議５月定例会」 第二委員会室



建設文教常任委員会質疑（R03年5月）

①双葉小２年、花川中３年のように１学級
あたりの人数が多人数の学年があるが、こ
のような学年の編制替えの予定はないか？

文科省が定める学級編制基準及び北海道が独自に
実施する少人数学級編制事業に基づき、編制をし
ている。現在において編制替えの予定はないが、
年度の途中で大幅な増減があった場合には編制替
えも可能である。

②今年度から小学校２年生も35人学級と
なった。私どもの党は30人学級を目指して
いるが、市教委としての考えは？

少人数学級を進めるためには教員や教室の確保と
いう問題もある。少人数学級については、昨年の
市議会でも答弁をしているが、市教委としては、
これまでも少人数学級の実現に向けて、都市教育
長会等を通じ国や道教委に対し要望しており、今
後もこのような取組を積み重ねていく。

質 問 の 趣 旨
質問者＠党会派

■質問事項
答 弁 要 旨

【本委員会】
三崎委員＠日本共産党
■令和３年度石狩市立学
校の児童生徒・学級数に
ついて


